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同住所地に65歳未満の祖父母が居住している場合、祖父母の就労証明書の提出が必要となりますが、

「二世帯住宅の場合、玄関及びキッチン・トイレ等が別であり、他人に貸せる状態であるならば同居

とみなされない為、就労証明書は不要」です。

　私＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の世帯は、以下の項目にすべて該当する二世帯住宅である為、

同住所地に居住する祖父母の就労証明書の提出には該当しないことを申し立てます。

１．玄関がそれぞれの世帯で別である。

２．キッチン・トイレがそれぞれの世帯で別である。

３．固定資産税課税台帳で戸数が２戸以上となっている。

各内容について、固定資産税課税台帳などを確認することについて同意します。
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